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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部を有した縦型逆円錐形或いは縦型逆多角錘形を呈する、有機廃棄物を収容するため
の処理槽（１）と、
　処理槽（１）の内部の処理槽底部（２）から処理槽天板（３）を貫通した攪拌軸（４）
と、
　攪拌軸（４）に固着され、有機廃棄物を粉砕しながら上方に向けて移送する螺旋攪拌翼
（８）と、
　処理槽底部（２）から上方に間隔を空けて配設され、攪拌軸（４）と螺旋攪拌翼（８）
とを内装し、無蓋無底の円筒形状を呈して、下部導入口（１１）から導入した有機廃棄物
を螺旋攪拌翼（８）の回転によって上方に移送して上部排出口（１２）から排出する移送
筒（１３）と、
　水中で発酵分解処理を行う加水分解処理方式の場合の排水用として、移送筒（１３）の
内部に連通するように移送筒（１３）の筒壁に取り付けられ、処理槽（１）の一定水位位
置の槽壁を水密貫通して外部に臨む排水管（１０）と、
　排水管（１０）の内部に付設され、排水管（１０）と移送筒（１３）との連通口に位置
する排水濾過網（１４）と、
　排水管（１０）の内部に付設され、排水濾過網（１４）に加圧水を供給する濾過網洗浄
管（１５）と、
　濾過網洗浄管（１５）に装着された給水制御のための給水制御電磁弁（１７）と、
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　水分調整発酵処理方式または水分蒸散乾燥処理方式の場合に、処理槽（１）の内部の換
気用として機能する、処理槽（１）の上部に設けられる空気導入口（１８）および排気口
（１９）と、
　攪拌軸（４）を回転駆動する攪拌駆動機（２０）と、
　処理槽（１）の上部に設けられ、水密投入口蓋（２６）によって密閉可能な有機廃棄物
投入口（２４）と、
　有機廃棄物投入口（２４）に設けられ、水密投入口蓋（２６）の開閉を感知して自動的
に攪拌動作に関する停止・稼動を行わせるための駆動発停スイッチ（２５）と、
　攪拌軸（４）の攪拌回転制御について、連続回転と間欠回転、或いは加水分解処理方式
の場合は正転と逆転、のための撹拌時間と停止時間を任意に設定させるダイヤル付きのタ
イマー駆動電気回路を有し、
　加水分解処理方式の稼働過程で、移送筒（１３）の濾過網洗浄管（１５）給水の為に給
水制御電磁弁（１７）の一定間隔での隔開閉電気制御機構を有し、
　２４時間以上使用しない場合は、水密投入口蓋（２６）の駆動発停スイッチ（２５）の
感知を利用して、自動的に２４時間毎に一定時分の攪拌軸（４）回転に自動的に切りかわ
るように制御する電気制御盤（２７）と、
　処理槽（１）内の物質を処理槽（１）外に排出するべく、移送筒（１３）の内部に連通
し、移送筒（１３）の筒壁に対して移送筒（１３）の径方向外側に向かうにしたがい下方
に向けて傾斜状に取り付けられる処理物排出管（３７）と、
　処理物排出管（３７）の先端の開口部に取り付けられる排出閉鎖蓋（３８）と、
　排出閉鎖蓋（３８）と一体に直結固定され、排出閉鎖蓋（３８）が処理物排出管（３７
）に取り付けられているときには、処理物排出管（３７）と移送筒（１３）との連通口を
閉塞する移送筒排出遮断板（３９）と、
　を備え、
　水分調整発酵処理方式、加水分解処理方式および水分蒸散乾燥処理方式の内、少なくと
も水分調整発酵処理方式と加水分解処理方式の場合には分解媒体材（３６）が装填され、
　処理槽（１）内の物質全量を摘出する場合、移送筒（１３）内を通過する分解媒体材（
３６）を含む処理槽内の物質を処理槽（１）外に排出するため、前記処理物排出管（３７
）と、前記排出閉鎖蓋（３８）に直結固定された前記移送筒排出遮断板（３９）を撤去す
る事により処理槽内物質を全量排出が可能なように構成されることを特徴とする有機廃棄
物の処理装置。
【請求項２】
　処理槽（１）の周囲には断熱材（２２）が設けられ、
　処理槽（１）と断熱材（２２）との空間には温度制御機構付きの槽壁加温装置（２３）
が設置され、
　さらに処理槽（１）の上部に上部加熱装置（３０）が設置され、
　上部加熱装置（３０）が温風ファン、赤外線ヒーター、発熱光線、セラミックヒーター
、或いは紫外線球のいずれかから構成されることを特徴とする請求項１に記載の有機廃棄
物の処理装置。
【請求項３】
　攪拌駆動機（２０）が処理槽底部（２）に装着されていることを特徴とする請求項１に
記載の有機廃棄物の処理装置。
【請求項４】
　処理槽（１）の外部に併設され、排水管（１０）からの排水を受ける排水浄化槽（４０
）を備え、
　排水浄化槽（４０）の底部位に沈殿した未分解物質（４１）をポンプで処理槽（１）に
逆送還流して再分解させる構成としたことを特徴とする請求項１に記載の有機廃棄物の処
理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、地球規模の環境汚染防止に基づく、国際条約批准によるわが国海洋汚染防止
法対応の為、又地球環境保全の目的で海上船舶搭載用の小型から大型迄、陸上家庭用小型
機種から、大型業務用機種にいたるまで、あらゆる有機廃棄物を、全産業分野で設置可能
な有機廃棄物分解処理に係るものである。
【０００２】
　しかも、水分調整発酵処理方式、加水分解処理方式、水分蒸散乾燥処理方式等の、あら
ゆる処理に本発明で対応可能な、幅広い用途で開発したものであるが、地球環境全体から
考慮して、低コスト、省エネルギー、省スペース、無臭、無排水、排水浄化槽導入という
あらゆる設置場所環境条件観点から、その環境条件に応じて用途選定ができ、海洋汚染防
止、陸上環境保全の大局的観点から、船舶搭載をも含めて、陸上設備に於ても河川、地下
水汚染防止の意味で大きな役割を果たすものである。
【背景技術】
【０００３】
　従来、生ごみの処理は、原形生ごみを処理槽に投入し生ごみ貯留槽、発酵槽、熟成貯留
槽を経る多槽式堆肥目的方式であり、数日単位で定期的発酵助成菌を添加、発酵を促進す
るが、数日単位の残渣排出、保管、排出物の二次発酵処理が殆どである。
【０００４】
　又近年、一槽式の分解処理機と称する処理機でも、分解媒体剤として木粉、コーヒー殻
、もみがら等を分解媒体材基材として装填し、発酵促進剤を定期的に処理槽に投入添加す
る生ごみの分解処理機が発売されているが、無機生ごみに近い卵のから、魚の骨類は全く
分解せず、その上、残飯の粒も含水炭素系の為に分解不能であり、臭気が発生し、蛆虫の
発生もあり、同時に処理槽内発酵分解の条件で、横軸攪拌翼方式のために含水過多の基材
が、ブロック移動攪拌で表面積が大きくなり、加熱ヒーター加温効力が低下し、酸欠から
臭気発生等々、エネルギーロスを含めて極めて悪評を買っている。
【０００５】
　又、攪拌効率の低下の欠点から、発酵による強烈な複合臭気が発生する為、消臭装置を
設置しているが、発酵臭気は複合臭気で、生ごみ分解臭気は完全消臭不能に近く、完全消
臭には生ごみ処理機と同様の価格、或はそれ以上の消臭装置を併設しなければならない。
【０００６】
　攪拌機構と能力の低さから分解媒体材の生ごみの分解に要する必要量も極端に多く、当
然ながら処理槽も大きくなり、バイオ剤と称して安全性不明の発酵促進剤を生ごみと共に
毎日、或は一定間隔で処理槽に投入する手間と、健康上の危険性もある。
【０００７】
　その上日毎に臭気が増大し、分解度の低さから処理槽内が増量し、定期的に残渣を取り
出し、残渣処分迄の期間は保管を要し、又、その取り出し方法に於ても人力による袋詰め
等の煩雑さを極め、大型になればなるほど機器の設置スペースを取り、その上攪拌機構に
於ても処理槽内の過極条件を軽視するために単なる攪拌機的感覚に於て製作した為の機器
の安全性、故障の発生率の増大を招き、故障時の復旧修理の困難さから、ユーザーからは
敬遠されてきた。
【０００８】
　ましてや、近年、水分蒸散乾燥方式で、有形、又は粉末化して、肥料用として利用しよ
うとしながら、事後の発酵完熟までの二次発酵コストと設備、時間、等の為に、焼却廃棄
処分のもの迄出てきた。
【０００９】
　これらの、方式が異なる有機廃棄物処理では、それぞれの方式毎に処理機が製造されて
おり、例えば水分調整発酵処理方式の機器を購入使用していたが、メンテナンス多大さの
都合上から、他の方式、例えば有機液体肥料目的として加水分解処理方式に、又、水分蒸
散乾燥処理方式に切り替えたいときであっても、いずれの機種からの他の処理方式への変
更は、絶対的不能で、処理機自体の買い替えしか無い。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以下、従来の技術における各処理方式毎の課題を述べると次の通りである。
【００１１】
　一般的な水分調整発酵処理方式の有機性廃棄物分解処理の場合、有機性廃棄物の処理過
程で必然的に起きる加湿発酵臭気の発生の為、大小各種の消臭装置が付設されているが、
複合臭気の為に満足な消臭効果が得られていない為、攪拌を有効的に行い、分解時間を極
限まで短縮し、攪拌効率向上で、分解水蒸散の向上、発酵分解無臭化処理をしている。
【００１２】
　水分調整発酵処理方式の場合の課題は、有機性廃棄物分解処理には、大量の水分調整分
解媒体材を要し、分解媒体材が過大保有水分を有し、処理機の大型化と含水率が大である
為の処理機の攪拌機トルクの増大による駆動装置の故障発生、騒音と消費電力の増大とい
う欠点を解消する事にある。
【００１３】
　水分調整発酵処理方式は原形有機性廃棄物発酵処理である為、水分と温度が必要となり
、通常においても、攪拌方式の機能低下の為、大きな加熱ヒーターの設置が条件的につき
まとい電力の消費が多大となるものである。
【００１４】
　高温発酵菌類を使用のため、人工的加熱エネルギー削減等を掲げる機種も有るが、投入
有機廃棄物の種類によって、常に自己発熱高温維持などある筈がなく、分解水に変化した
段階には温度低下、過度湿度で酸欠、臭気発生となる。
【００１５】
　水分調整発酵処理方式の従来の処理機は、無機性廃棄物の魚の骨、蟹の甲羅、卵の殻等
は分解不能と同時に、攪拌効率の低下から一般生ごみに於ても分解日数を長く要し、処理
機の大型化と共に、残渣の処理機からの取り出し、保管、処分が必須条件となっている。
【００１６】
　水分調整発酵処理方式の従来の処理機は、有機肥料製造機的感覚で、しかも、これらは
ここ数年来の生ごみ処理環境問題から発生したものであり、海洋の様に国際条約的海洋環
境保全の法律遵守的な感覚はなく、実地経験の不足から機構、強度に充分な検討がなされ
ていない為、過大湿度で攪拌トルクの増大による攪拌装置等の折損故障が頻発し、処理機
故障の場合は殆どの機構が大型では溶接構造、小型では樹脂成型の為に、一旦故障発生の
場合は大型機種は処理機本体を製造者工場に持ち帰って修理しなければならない。
【００１７】
　水分調整発酵処理方式の従来の処理機を船舶に搭載した場合、海洋特有の気象条件と、
船舶特有の航海条件により、ピッチング（前後の揺れ）、ローリング（左右の揺れ）、ウ
オーターハンマー（荒天航行時の船首での波による衝撃）、レシプロ・メインエンジン・
レッドゾーン振動（主機関の常用回転到達迄の過大振動）等々による生ごみ処理機電気制
御機器の異常発生、又は誤作動停止等、傾斜による攪拌不安定等の問題点がある。
【００１８】
　水分調整発酵処理方式の有機性廃棄物処理機を実際に使用する厨房担当員の知識経験不
足により、処理機内部の分解媒体材の過乾燥、過湿度等の判断が目視判断に頼られている
ための未経験者による判断誤認により過度乾燥の場合は排気口から粉塵が飛散し、過大湿
度による酸欠臭気発散分解不能等々が発生する。
【００１９】
　水分調整発酵処理方式の有機性廃棄物の処理機は、早ければ数日間隔、長くても２～３
か月等一定期間毎の定期的に残渣を処理機から排出する必要があり、船舶はもとより陸上
に設置した場合でも残渣保管、処分等の問題が付随している。
【００２０】
　水分調整発酵処理方式の有機性廃棄物処理機は、冬期の北海道の様に、連日マイナス２
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０数度の気温が続く場合、通常の常温でも高温加熱が必要な為に、極低温環境では加温不
足で分解不能であり、船舶の場合は特にその航路によっては赤道直下周辺の航路、或は北
洋航路等の地球の全地域に航路を持つため、如何なる環境にも充分効果を発揮しなければ
ならない。
【００２１】
　従来の加温を必要とするすべての処理方式の生ごみ処理機は、わが国の冬期北海道の気
候ですら極寒対応が可能な処理機ではなく、本州中央の気候、特に春、秋を標準とした気
候にしか対応出来ず、連続マイナス２０℃前後の環境による分解不能、連続プラス５０℃
での環境下で多大の臭気発生等の欠点がある。
【００２２】
　水分調整発酵処理方式の有機性廃棄物処理機から、加水分解処理方式への変更使用は、
攪拌軸の防水シール、分解水の排水口、等々の問題で大きな改造を要し、水分蒸散乾燥処
理方式への変更は加熱装置や、シーリング耐熱等で転換不能であり、処理方式変更は不可
能である。
【００２３】
　従来の加水分解処理方式の有機性廃棄物処理機は、分解水を処理機外に排出することか
ら排水濾過網が全て処理槽下部底辺に設置されており、排水濾過網の裏側に油脂膜が付着
し、目詰まりして処理槽内から分解水がオーバーフローする事故が頻繁に起きている。
【００２４】
　加水分解処理方式の有機性廃棄物処理機は、攪拌翼が横軸に一定間隔に装着されており
、処理槽内の有機性廃棄物の全量をまんべんなく攪拌することは不可能である事から分解
消滅には多くの時間を費やす。
【００２５】
　加水分解処理方式の有機性廃棄物処理機を水分調整発酵処理方式に切り替えることは、
空気導入口が装着されておらず、換気装置がなく、分解水の蒸散機能が皆無で使用に値し
ない。
【００２６】
　加水分解処理方式で、水中分解有機液肥化処理は、従来他社には少ないが、本発明は、
排水を貯留して有機液体肥料に使用する事も出来る。
【００２７】
　水分蒸散乾燥処理方式の場合、只単に、横軸に一定間隔で装着の攪拌翼で攪拌して、ヒ
ーター加熱しているだけであるため、水中分解処理方式としては、軸防水シールや排水口
等が無く使用できない。
【００２８】
　同時に従来の有機廃棄物の各処理装置は、横軸に一定間隔で装着した攪拌翼での攪拌で
あるかぎり、つまり、槽全体を、攪拌軸が一定間隔に装着された攪拌翼によって攪拌する
かぎり、槽内部が過湿度の場合は、攪拌翼によって、塊状攪拌となり、攪拌時間の浪費と
、攪拌トルク変化で故障事故が頻発している。
【００２９】
　処理槽のメンテナンス等で、処理槽内物質の全量排出を行う場合、横軸攪拌翼方式の場
合、処理槽下部壁排出口の開放で、攪拌稼働排出の場合の万が一の危険性を回避しなけれ
ばならないが、小型家庭等用では処理槽下部から引き出し等で１回毎に小出し排出も可能
だが、大型業務用の場合は連続省労力で排出可能でなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　種々の問題点を解決する手段として、本発明は、底部を有した縦型逆円錐形或いは縦型
逆多角錘形を呈する、有機廃棄物を収容するための処理槽（１）と、処理槽（１）の内部
の処理槽底部（２）から処理槽天板（３）を貫通した攪拌軸（４）と、攪拌軸（４）に固
着され、有機廃棄物を粉砕しながら上方に向けて移送する螺旋攪拌翼（８）と、処理槽底
部（２）から上方に間隔を空けて配設され、攪拌軸（４）と螺旋攪拌翼（８）とを内装し
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、無蓋無底の円筒形状を呈して、下部導入口（１１）から導入した有機廃棄物を螺旋攪拌
翼（８）の回転によって上方に移送して上部排出口（１２）から排出する移送筒（１３）
と、水中で発酵分解処理を行う加水分解処理方式の場合の排水用として、移送筒（１３）
の内部に連通するように移送筒（１３）の筒壁に取り付けられ、処理槽（１）の一定水位
位置の槽壁を水密貫通して外部に臨む排水管（１０）と、排水管（１０）の内部に付設さ
れ、排水管（１０）と移送筒（１３）との連通口に位置する排水濾過網（１４）と、排水
管（１０）の内部に付設され、排水濾過網（１４）に加圧水を供給する濾過網洗浄管（１
５）と、濾過網洗浄管（１５）に装着された給水制御のための給水制御電磁弁（１７）と
、水分調整発酵処理方式または水分蒸散乾燥処理方式の場合に、処理槽（１）の内部の換
気用として機能する、処理槽（１）の上部に設けられる空気導入口（１８）および排気口
（１９）と、攪拌軸（４）を回転駆動する攪拌駆動機（２０）と、処理槽（１）の上部に
設けられ、水密投入口蓋（２６）によって密閉可能な有機廃棄物投入口（２４）と、有機
廃棄物投入口（２４）に設けられ、水密投入口蓋（２６）の開閉を感知して自動的に攪拌
動作に関する停止・稼動を行わせるための駆動発停スイッチ（２５）と、攪拌軸（４）の
攪拌回転制御について、連続回転と間欠回転、或いは加水分解処理方式の場合は正転と逆
転、のための撹拌時間と停止時間を任意に設定させるダイヤル付きのタイマー駆動電気回
路を有し、加水分解処理方式の稼働過程で、移送筒（１３）の濾過網洗浄管（１５）給水
の為に給水制御電磁弁（１７）の一定間隔での隔開閉電気制御機構を有し、２４時間以上
使用しない場合は、水密投入口蓋（２６）の駆動発停スイッチ（２５）の感知を利用して
、自動的に２４時間毎に一定時分の攪拌軸（４）回転に自動的に切りかわるように制御す
る電気制御盤（２７）と、処理槽（１）内の物質を処理槽（１）外に排出するべく、移送
筒（１３）の内部に連通し、移送筒（１３）の筒壁に対して移送筒（１３）の径方向外側
に向かうにしたがい下方に向けて傾斜状に取り付けられる処理物排出管（３７）と、処理
物排出管（３７）の先端の開口部に取り付けられる排出閉鎖蓋（３８）と、排出閉鎖蓋（
３８）と一体に直結固定され、排出閉鎖蓋（３８）が処理物排出管（３７）に取り付けら
れているときには、処理物排出管（３７）と移送筒（１３）との連通口を閉塞する移送筒
排出遮断板（３９）と、を備え、水分調整発酵処理方式、加水分解処理方式および水分蒸
散乾燥処理方式の内、少なくとも水分調整発酵処理方式と加水分解処理方式の場合には分
解媒体材（３６）が装填され、処理槽（１）内の物質全量を摘出する場合、移送筒（１３
）内を通過する分解媒体材（３６）を含む処理槽内の物質を処理槽（１）外に排出するた
め、前記処理物排出管（３７）と、前記排出閉鎖蓋（３８）に直結固定された前記移送筒
排出遮断板（３９）を撤去する事により処理槽内物質を全量排出が可能なように構成され
ることを特徴とする有機廃棄物の処理装置とした。
　また、処理槽（１）の周囲には断熱材（２２）が設けられ、処理槽（１）と断熱材（２
２）との空間には温度制御機構付きの槽壁加温装置（２３）が設置され、さらに処理槽（
１）の上部に上部加熱装置（３０）が設置され、上部加熱装置（３０）が温風ファン、赤
外線ヒーター、発熱光線、セラミックヒーター、或いは紫外線球のいずれかから構成され
ることを特徴とする有機廃棄物の処理装置とした。
　また、攪拌駆動機（２０）が処理槽底部（２）に装着されていることを特徴とする有機
廃棄物の処理装置とした。
　また、処理槽（１）の外部に併設され、排水管（１０）からの排水を受ける排水浄化槽
（４０）を備え、排水浄化槽（４０）の底部位に沈殿した未分解物質（４１）をポンプで
処理槽（１）に逆送還流して再分解させる構成としたことを特徴とする有機廃棄物の処理
装置とした。
　分解臭気については、水分調整発酵処理方式と水分蒸散乾燥処理方式の場合は、従来の
攪拌方式では塊状ブロック攪拌で限界があるため、投入の有機廃棄物を微細攪拌する事に
より単位重量当たりの表面面積を増大させて、蒸散促進過大湿度防止、常時適切乾燥度の
維持と、それによる分解消滅時間を極限まで短縮する。
【００３１】
　水分調整発酵処理方式の様な水分調整基材が必要な場合は、極力分解しにくい物質を使
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用し、水分調整基材の塊状攪拌でなく、全量が必ず通過する微細攪拌方式を採用する。
【００３２】
　水分調整発酵処理方式での有機物の発酵分解に必要な分解バイオ剤の配合においては、
食品処理担当者所掌機器である以上、土壌菌の様な安全度不明な物は使用せず、１００年
以上の実績がある酵母菌を主たる配合構成として残渣を残す事なく継続的に分解消滅を行
う。
【００３３】
　水分調整発酵処理方式の分解媒体材は、分解水の吸収限界範囲の乾燥状態に維持できる
蒸散度が良い攪拌方法を採用し、分解に必要な水分は生ごみの持っている水分を利用し、
高温発酵菌や、常温発酵菌の発熱エネルギー温度をも利用して人工的な温度上昇方式は最
小限で、分解消滅させる事も可能とする。
【００３４】
　水分調整発酵処理方式や、水分蒸散乾燥処理方式の場合は、絶えず新鮮な空気の供給を
行って酸化現象の促進や蒸散水分の処理槽外への蒸散排気を促進させなければならないが
、過度乾燥による微細粉末化して、排気口から飛散する事を防止するために、螺旋攪拌翼
周囲の移送筒を、小さな穴あきの移送筒を使用する事によって、処理槽底部にたまる微細
粉塵を螺旋攪拌翼が移送筒に導入しても、処理槽の上部に移送するまでに穴あきの移送筒
下部から微細粉は漏洩落下し、粉塵飛散防止の効果が有る。
【００３５】
　これらの効果を発揮させる為、処理機構に於ても、一定時間毎に間欠自動攪拌を行い、
吸水性能並びに水分自己発散機能を持った樹脂性発泡分解媒体材の開発によって、酸素の
完全な供給と水分の発散を自動的に行い、臭気発生を極限まで抑制した。
【００３６】
　水分調整発酵処理方式、及び水分蒸散乾燥処理方式では、機器の超小型を実現する為に
、生ごみを破砕機によって破砕微細化するか、又は加水破砕ディスポーザーで破砕後に固
水分離し、破砕生ごみのみを投入して単位重量当たりの表面積を拡大し、分解消滅速度を
増進させる事も導入する。
【００３７】
　同様に、水分調整発酵処理方式の場合には、加水破砕ディスポーザーで破砕後に、その
まま加水含有水を利用してポンプで処理機に導入し、分解消滅速度を増進させる事も導入
する。
【００３８】
　加水分解処理方式の場合、排水による環境汚染防止の観点から、生ごみ破砕機から発生
する分解水は、別途浄化機能を持った排水処理タンクを製作して併設し貯留浄化上水する
事をも図った。
【００３９】
　水分調整発酵処理方式の場合、分解媒体材自体を乾燥状態に維持し、水分８５％以上を
持った生ごみを投入しても、分解の過程で発生する分解水は、吸水率と自己発散性が非常
に高い樹脂性発泡分解媒体材を選択使用し、処理槽内での完全攪拌と排気ファン、或は空
気供給機によって蒸発し、耐えず分解媒体材を乾燥状態に保ち、分解水の処理機外への漏
洩落下排出を完全に防止した。
【００４０】
　すべての処理方式では、有機性廃棄物のうちの生ごみは、魚の骨、卵の殻等も必然的に
発生投入されるが、魚の骨はカルシュウムと他の蛋白質等の結合によって構成されており
、その蛋白質等の有機物の分解で骨、殻は形状崩壊し目視不能となり、卵の殻は、内側甘
皮の分離分解、外部カルシュウム殻は魚の骨同様に分解消滅させる事としたが、鳥足唐揚
骨、骨付き牛豚肉の大骨、貝汁の貝殻等は破砕機を経由する事により微細化して処理機に
投入することにした。
【００４１】
　又、一般家庭生活での生ごみの処理をする場合、生ごみと共に発酵促進剤的な物質を投
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入する事は、多忙な日課に於ける最も煩わしい作業の一つであり、又万一の投入忘れによ
る生ごみ処理不能、効果減退、或は過失による食品との混合もあり得る事から、本発明は
、水分調整発酵処理方式の場合は、媒体材自体に、分解菌を事前に着床させ、処理槽への
生ごみ投入期間中に発酵促進剤類の添加投入の必要がないものとした。
【００４２】
　加水分解処理方式の場合は、液体のバイオを使用し、バイオタンクに充填し、バイオポ
ンプでの自動添加方式をとり、毎日のバイオ添加作業を省略した。
【００４３】
　螺旋攪拌翼の攪拌機構により、構造の簡素化で、処理槽内の分解媒体剤や、有機性廃棄
物の水分蒸散状態維持等が効率よく働き、処理機の小型化、又螺旋攪拌翼は処理槽内の状
況が過大湿度移行変化しても、移送筒内の回転トルクで済み、トルクは一定トルクに近く
、駆動機の回転も過負荷になることがなく、攪拌駆動機容量の小型化と、機械加工製作部
品の激減で、機構簡素化で、コスト削減と機器故障率の極限迄の減少をはかった。
【００４４】
　従来の微生物による発酵処理機の場合、その使用条件によって槽内部の状況が乾燥気味
から過大湿度の範囲で大きく変化し、通常は投入量の過小で処理槽内が過乾燥の場合は粉
塵が排気によって周囲に飛散し、投入量過大で処理槽内が過湿度の場合は処理槽内が水分
過多になり、どろんこになるのが常識であるが、いかなる有機廃棄物投入量の変化でも、
処理槽内を正常に保つ為には、人的に投入量の調整も良いが、多少の投入量の過大過小は
、乾燥度合いの機構的効率向上によって、乾燥粉末飛散防止は俗に言う基材、つまり分解
媒体材の新規開発と攪拌方式によって完全に欠点除去された。
【００４５】
　全処理方式で、処理槽内の攪拌は、水密投入口蓋を開ける事によって、駆動発停スイッ
チで自動的に感知して停止し、攪拌軸の稼働は水密投入口蓋の閉鎖で稼働、仮に攪拌軸が
稼働中であっても水密投入口蓋開放で安全の為に停止する。
【００４６】
　水分調整発酵処理方式の場合、処理槽内の分解媒体材の攪拌は、使用状態より投入量の
増大が視込まれる様な場合で過湿状態に移行する気配がある様な場合、人為的に、一定時
間の規定攪拌時間を規定時間よりも長くして、分解媒体材の水分を発散させる必要があり
、この攪拌時間の変更を任意に設定可能な様にした。
【００４７】
　全処理方式で、船舶の場合、定期的修理入渠、陸上施設においても学校給食の様な夏期
長期休暇のごとき長期間使用しない事があるが、その場合、従来の処理機は分解媒体材を
処理槽から全量撤去しなければ大量の臭気有害ガスが発生する欠点があったが、本発明は
電気制御盤内の電気回路において、水密投入口蓋開閉と連動して作動する駆動発停スイッ
チの作動時間記憶を利用して、２４時間連続して水密投入口蓋の開閉が無い場合に、バイ
オ維持の目的で、最低量の酸素供給の為に２４時間毎に１回一定時分だけ攪拌軸の稼働を
する様に自動的に切替えるものである。
【００４８】
　世界的に有機廃棄物の処理、それも生ごみの処理がクローズアップされている現在、大
型船舶、小型船舶の経費節減、又陸上の施設に於ても経済市況変化、景気低下でも購入可
能な価格でなければならないが、本発明は部品点数の極限迄の削減、機構の簡素化と、組
み立て部品の僅少、製品に対する人件費賦課の減少を図りながらも、機能性、特に攪拌効
率は従来の１０倍以上の効果を挙げた。
【００４９】
　一般家庭用の高価で機能性に劣る処理機、海洋汚染防止の目的に於ての沿岸を航海する
小型船、特に厨房廃棄物を海洋投棄をしているレジャーボート、ヨットの為に、左右両舷
傾斜対応の小型生ごみ消滅機の製作も行った。
【００５０】
　特に小型処理機種の場合で、原形有機廃棄物を投入する場合に上部に攪拌駆動機が装着
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されている場合、有機廃棄物投入口面積が必然的に制限されるために、攪拌駆動機を処理
槽底部下部に装着し、処理槽天板の面積を可能な限り有機廃棄物投入口を大きくし、その
利便性効果を高める機種も有効であった。
【００５１】
　これらの有機廃棄物の全処理方法対応のしかもそれらの全機能を、１台の処理機でまか
なえるように構成し、使用期間と、設置環境の変化で、使用稼働期間中にでも処理方法を
替えたい場合に、処理機自体を新規購入することなく本発明はそのまま、処理方式の変更
が、十分に転換使用を可能にする。
【００５２】
　特に、処理機であるかぎり、メンテ、故障他の要因で、処理槽内部の物質の残量を処理
槽から排出する場合、安全に、省労力で、１人で十分な全量排出法として、処理倉内物質
が攪拌行動によって必ず通過する移送筒に、処理物排出管を貫通傾斜装着し、処理物排出
管先端に排出袋を装着すれば、後は、時間経過を待つのみであり、その間他の仕事も出来
る様にした。
【００５３】
　又、従来の処理槽下部開口部から、攪拌しながら排出する方法とは異なり、処理物排出
管内部に手を入れても移送筒迄の距離があるため怪我をする事なく安全である。
【発明の効果】
【００５４】
　グローバルな世界環境保全の意識高揚のもと、隣国中国でも２００８年オリンピック開
催で北京周辺の住居建設では、有機廃棄物の有効処理が法制化されつつある中で、わが国
の食品リサイクル法迄後２年少々、全国のファミリーレストラン、食堂、コンビニエンス
ストアー、食品スーパー、ハンバーガーショップ、病院給食、学校給食、工場給食、アパ
ート・マンションにいたる各施設には欠かせない有機廃棄物の処理に貢献するためには、
如何なる環境にもフィットする機構、部品点数の削減、同様型式での生産が必要で、そこ
で初めて原価削減がなされるものである。
【００５５】
　従って、各社が種々方式の処理プロセスで、固定観念による独自方式機器の生産をする
かぎり、又、常識的攪拌方式を取っているかぎり、高価な機械加工部位が多く、コスト削
減面からも限界を来しており、普及に手間取っているものである。
【００５６】
　同時に、高速道路エリアのように、下水排水施設が無い地域も多く、無排水の水分調整
発酵分解処理方式が従来から最も多く生産されているが、今後の問題で下水発達の時点で
のメンテナンス費用削減から処理機の使用法を切り替えようとした場合には、処理機自体
の新規購入の止むなきにいたり、水分蒸散乾燥処理方式を使用して排出物を回収し、２次
発酵処理での堆肥化も、流通・用途の削減で行き詰まっているところもあり、このような
場合には、即、そのまま、処理方法の切替ができる処理機の開発が望まれていたが、本発
明は、この社会的環境の全面フィットする処理機として、世界唯一の物である。
【００５７】
　その利点は、従来の様な機械加工部品多用による高価な攪拌軸、同様に高低トルク対応
の頑丈な攪拌翼にかわって、処理方式が替わってもトルク変化が少ない螺旋攪拌翼で、駆
動機器類も小型化にて済み、経済的である。
【００５８】
　有機廃棄物が原形投入であっても、加水ディスポーザー破砕によっても、また水分蒸散
乾燥処理方式でも、同一処理機で対応が可能である。
【００５９】
　処理槽の素材は、ＳＵＳ－３０４，ＳＵＳ－３１６でも良いが、ＳＵＳの欠点であるキ
ャビーテーション腐食によるピンポイント穴あきが問題であることからＦＲＰを含めて、
如何なる樹脂板でも十分に強度を保ち、ＳＵＳよりも耐用年数が長く使用も可能である。
【００６０】
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　従来の処理槽内の状態変化で、捻じれ対応の強度を要するズク攪拌軸の必要が無く、攪
拌軸は攪拌螺旋翼装填のＳＵＳパイプで十分過ぎる物である。
【００６１】
　駆動機からの直結駆動のために、従来の攪拌伝達方式のチェーン・スプロケットの必要
がなく、チェーン伸び交換、スプロケット摩耗交換の欠点がなく、メンテナンス・ランニ
ングコスト削減に大きく寄与する。
【００６２】
　部品点数の大幅削減で、原価構成低減につながり、その上、同一部品であるため、発注
数量も予定発注が可能となり、生産コスト削減に大きなメリットを生んだ。
【００６３】
　同一型式で全処理プロセスに対応できるため、又小型化も可能になり、生産コストの大
幅削減が可能となり、機能性が満足出来ない従来形式の韓国輸入品処理機よりも低廉で、
市中販売が可能となり、わが国環境行政に貢献出来る事となった。
【００６４】
　最後に大きなメリットは、処理槽内の全量排出を要する場合、処理機の大きさに関係な
く、処理物排出管先端に排出袋を装着して連続攪拌稼働スイッチをＯＮにするだけで、処
理槽内の全物質の全量が自動的に、しかも安全に、省労力で排出できるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　「作用」
　処理槽（１）が縦型の円筒形又は多角筒形の形状であることから、処理槽内の有機廃棄
物、分解媒体材を装填の場合も全ての物質は処理槽底部（２）に比重落下集積される。
【００６６】
　処理槽底部（２）に集積された物質は、下部導入口（１１）を持った移送筒（１３）に
囲われた螺旋攪拌翼（８）が攪拌軸（４）の回転によって、処理槽（１）上部に向かって
運ばれて、移送筒（１３）の移送筒上部排出口（１２）から螺旋攪拌翼（８）の回転で処
理槽内上部全域に拡散落下されるが、水分調整発酵処理方式、或は水分蒸散乾燥処理方式
の場合で、既に乾燥分解微細粉末化した有機廃棄物は、孔あきの移送筒（１３）を使用し
た場合には、移送筒（１３）を通過する段階に移送筒（１３）の編み目孔から漏洩落下し
て微細粉末は上部迄達せず、排気口（１９）からの外部飛散を防止し、加水分解処理方式
の場合は、処理槽（１）内強制攪拌移動により、より微細化して消滅させる。
【００６７】
　螺旋攪拌翼（８）の回転で移送筒（１３）上部の移送筒上部排出口（１２）から処理槽
（１）内上面全域に拡散落下される処理槽内物質は、螺旋攪拌翼（８）の回転によって、
移送筒（１３）の移送筒下部導入口（１１）から上部に移送される間に、塊状も粉砕され
てバラバラになり、しかも、最上部から螺旋攪拌翼（８）の回転でばらまき落下させる事
によって空気接触面積が増大し、乾燥面、適正湿度面による分解性の向上につながった。
【００６８】
　加水分解処理方式の場合は処理槽下部沈殿有機物は、逃げられずに攪拌翼旋翼によって
強制的に処理槽上部に移送される事を繰り返して分解促進されて消滅し、また水分調整発
酵処理方式の場合の分解水の蒸散効率の極限迄の向上、同時に水分蒸散処理方式の場合の
乾燥度合いの向上性は、省加熱エネルギーにつながる。
【００６９】
　攪拌駆動機（２０）の攪拌駆動軸（２１）と、攪拌軸（４）との接合は、家庭用の様な
小型の場合は駆動トルクが微小であり攪拌駆動機（２０）の攪拌駆動軸（２１）自体との
直結で十分で有るが、大型処理機の様な場合は、直接接合の固体伝播騒音防止と、トルク
が大きい場合における軸心の捻じれが出た場合の疲労破壊折損事故を想定して、攪拌軸結
続ジョイント（５）はルーズカップリングとして駆動部位の事故防止を図った。
【００７０】
　原形有機廃棄物の投入は、有機廃棄物投入口（２４）から投入されるが、外部既設の加
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水ディスポーザー破砕後で破砕水と共に強制移送投入の場合は、送風又は排気ファン（２
９）が撤去された空気導入口（１８）、又は排気口（１９）のいずれかに直結して、処理
槽内に外部からの破砕有機物移送管によって導入も可能とした。
【００７１】
　加水分解処理方式の場合は、分解水の処理槽外への排出が必要となるが、螺旋攪拌翼（
８）の外周設置の移送筒（１３）の処理槽（１）内の一定の水位位置で貫通して装着され
た排水管（１０）には、排水濾過網（１４）と濾過網洗浄管（１５）が付設され、未分解
の有機廃棄物は螺旋攪拌翼（８）によって処理槽（１）上部に移送される過程で、分解水
は移送筒（１３）を貫通して装着された排水濾過網（１４）で濾過されて、分解水のみが
外部に排出される。
【００７２】
　この場合、分解媒体材（３６）を装填する場合に、これらが処理槽（１）外に排出され
ないように、排水濾過網（１４）が装着されており、排水濾過網（１４）は螺旋攪拌翼（
８）の回転によって分解媒体材（３６）の接触通過で絶えず摩擦清掃され、排水管（１０
）内部側は、水道水管やポンプ加圧による濾過網洗浄管（１５）によるシャワリングで定
期的に加圧放水洗浄される。
【００７３】
　処理槽（１）の壁外部には、処理槽加温装置（２３）が装着され、断熱材（２２）によ
って覆われており、処理方式で加熱が必要な場合は、設置環境の気温低下の差によっては
、気温感知で自動稼働して処理槽（１）壁を加温する。
【００７４】
　しかし、水分調整発酵処理方式や水分蒸散乾燥処理方式の場合は、処理槽（１）上部の
上部加熱装置（３０）によって、螺旋攪拌翼（８）で処理槽底部（２）の最低部の物質を
処理槽（１）の最上部に移送攪拌散布されるが、処理槽（１）内の温度上昇目的と共に、
それらを至近距離上部から、温風ファン、赤外線、ハロゲン球の様な熱源光線で効率よく
加熱水分蒸散する事が出来る。
【００７５】
　空気導入口（１８）又は排気口（１９）は、いずれも送風又は排気ファン（２９）によ
って処理槽（１）内の空気、酸素の調整が行われるが、場合によっては送風又は排気ファ
ン（２９）の送風稼働環境により、温風送風ファンを使用することも可能であり、又、処
理槽内への送風又は排気の場合、排気口開閉弁（３１）によって排気或は吸気風量の制御
を可能とし、処理槽内の温度調整をも可能とした。
【００７６】
　加水分解処理方式の場合の処理槽（１）内の分解水の全量排出は、底部位排水濾過網（
３２）が付いた底部位排水管（３３）の底部位排水弁（３４）の開放によって排水が可能
であり、攪拌軸（４）の回転稼働によって、槽内壁部スクレーパー（３５）の回転誘導導
入によって、移送筒（１３）への槽内物質の落下目詰まりが防止される構造で、同時に、
槽内壁部スクレーパー（３５）によって、処理槽（１）内壁の付着物剥離をも行い、比重
落下による移送筒（１３）への導入を容易にした。
【００７７】
　加水分解処理方式や、水分調整発酵処理方式の場合は、分解微生物の着床の目的もあっ
て、分解媒体材（３６）の装填を行うが、水分蒸散乾燥処理方式の場合でも、投入有機廃
棄物の分散目的による乾燥効果の為に、分解媒体材（３６）を装填する事もあるが、通常
は水分蒸散乾燥処理方式の場合は分解媒体材（３６）の装填はしない事が多い。
【００７８】
　本発明の電気制御は、電気制御盤（２７）によって次の通り制御稼働をする。
【００７９】
　有機廃棄物投入口（２４）には、電磁スイッチ、高周波感知スイッチ、赤外線反射スイ
ッチ、等々のセンサーによるか、又はマイクロスイッチ等による駆動発停スイッチ（２５
）が装着され、水密投入口蓋（２６）の開閉によって、攪拌稼働中といえども水密投入口
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蓋（２６）の開放で攪拌停止、閉鎖で電気制御基盤インプット済みの一定時間攪拌稼働、
又一定時間攪拌停止のプログラムを開始する。
【００８０】
　槽壁加温装置（２３）、及び必要に応じて使用される上部加熱装置（３０）はそれぞれ
処理槽（１）内の温度を感知して自動でＯＮ，ＯＦＦの自動稼働する様に設定した。
【００８１】
　メンテナンス、故障修理、分解媒体材の定期的交換、その他の種々理由によって、処理
槽（１）内の分解媒体材（３６）を含む物質全量を処理槽（１）外に排出する場合、家庭
用の様な小型機種以外は、処理槽（１）下部外壁に開口部位を持ち、扉式、蓋板締めつけ
式等で、その開放によって、攪拌翼稼働中での排出が一般的であったが、処理槽内物質低
残量の場合に、攪拌翼稼働中にスコップ等の排出道具を開口部から挿入して排出する事の
危険性は大きいために、次の様にした。
【００８２】
　本発明の処理槽（１）内の分解媒体材（３６）を含む物質全量を処理槽（１）外への排
出方法は、処理槽（１）内の存在物質の全量が、攪拌により必ず通過する移送筒（１３）
に処理物排出管（３７）を貫通装着して、通常の有機物処理稼働中は、処理物排出管（３
７）の外端閉鎖の排出閉鎖蓋（３８）で閉鎖し、その排出閉鎖蓋（３８）に固着された移
送筒排出遮断板（３９）によって正常攪拌稼働が行われる。
【００８３】
　しかし、排出する場合は、処理物排出管（３７）外端閉鎖の排出閉鎖蓋（３８）を引き
抜き開放する事によって、排出閉鎖蓋（３８）と一体化の移送筒排出遮断板（３９）も開
放状態となり攪拌稼働によって、自動的に移送筒（１３）から処理物排出管（３７）経由
で落下排出され、処理物排出管（３７）先端に排出物袋を装着することで省労力化が図れ
ると共に、極めて安全な排出が可能である。
【００８４】
　加水分解処理方式で、分解水が処理槽（１）外に排水される場合で、既設の浄化槽がな
い場合は排水浄化槽（４０）を設置して、処理槽（１）の排水濾過網（１４）を通過漏洩
した微細有機物を、より完全に分解消滅させるため、排水浄化槽（４０）底部沈殿物を、
ポンプで再度処理槽（１）内に還流して、完全分解排水のみの浄化後の放水とする。
【００８５】
　「実施例」
　本発明は、国際条約批准に基づく海洋汚染防止と、陸上施設の有機廃棄物発生現場の処
理目的で研究し、シンプルイズベストを目途に、通常の水分調整発酵処理方式、加水分解
処理方式、水分蒸散乾燥処理方式、それらの全方式に対応可能な処理機として発明され、
多店舗チェーンレストランの地域環境毎の処理方式の差、当初稼働方式から地方環境の変
化による処理方法の転換、いずれも、全て設置稼働中の処理機で転換使用が可能であり、
製造する場合にも如何なる処理方式でも同一型式の処理機であるかぎり、使用部材、部品
種も同一、部品購入の部品種一定、シンプル機構で部品種削減、地球規模の環境保全の為
に、大きく貢献する。
【００８６】
　以下で、図面を参照して実施例によって説明する。
【００８７】
　「図１」によって説明すれば、処理槽を縦型の円筒形又は縦型の多角筒形とした意味は
、槽内物質を速やかに螺旋攪拌翼（８）周囲に重力参集させる為であり、処理槽（１）の
処理槽底部（２）内側から処理槽天板（３）を貫通した攪拌軸（４）の、攪拌駆動機（２
０）との攪拌軸結続ジョイント（５）側は、小型家庭用等で攪拌トルクが少ない攪拌の場
合は、攪拌軸受は攪拌駆動機（２０）の攪拌駆動軸（２１）自体の軸受けを利用し、大型
機種で攪拌トルクが大きい場合は安全の為に、上部攪拌軸受け（６）を設置し、又攪拌軸
（４）下端も下部攪拌軸受（７）によって、回転可能な状態で装着される。
【００８８】
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　攪拌軸結続ジョイント（５）の方式種類は、使用過程、設置条件等で微細軸心変化を想
定し、反復応力脆性破壊による結続軸折損回避の為、ルーズカップリングとした。
【００８９】
　攪拌軸（４）への螺旋攪拌翼（８）の固着には、上下装着部には回り止め（９）が装着
されて螺旋攪拌翼（８）が装着される。
【００９０】
　又、螺旋攪拌翼（８）周囲を囲む移送筒（１３）が装着されるが、その場合、加水分解
処理方式に必要な、分解水の排水目的で、移送筒下部導入口（１１）と移送筒上部排出口
（１２）を持った移送筒（１３）が装着される。
【００９１】
　排水管（１０）の排水濾過網（１４）は、螺旋攪拌翼（８）側は螺旋攪拌翼（８）の回
転で、分解媒体材（３６）、又は槽内物質によって絶えず接触摩擦洗浄効果で目詰まりを
防止し、同時に螺旋攪拌翼（８）の反対側、つまり排水管（１０）内側の油脂膜等による
燧石目つまりは、濾過網洗浄管（１５）で水道、又はポンプ加圧により加圧洗浄し、分解
水の継続的排水を可能にした。
【００９２】
　加水分解処理方式以外では排水を行う必要がないために、移送筒（１３）を装着しない
場合もあるが、万一使用方法の差で移送筒（１３）装着が必要な場合はその段階で、二つ
割りの移送筒（１３）を、事後装着出来るようにした。
【００９３】
　加水分解処理方式に必要な、分解水の排水管（１０）は、先端に排水濾過網（１４）を
装着し、濾過網洗浄管（１５）を持った排水管（１０）が処理槽（１）側面壁を貫通して
装着される。
【００９４】
　時には、移送筒（１３）は、編み目筒や、パンチングメタル筒で作成され、微細粉塵の
上部への移送を防止して排気口（１９）からの微細粉塵の外部飛散を防止し、大型の場合
は縦二つ割りで交換に便利にした実施例も有り有効であった。
【００９５】
　処理槽（１）の上端壁には、空気導入口（１８）が設置され、処理槽（１）上部壁には
、排気口（１９）が設置され、水分調整発酵処理方式、及び水分蒸散乾燥処理方式の場合
の粉塵排出を防止するために空気濾過装置を設置する事もある。
【００９６】
　処理槽（１）と断熱材（２２）との空間には、各処理方式に適した温度設定が可能な、
温度制御機構付きの槽壁加温装置（２３）が設置される。
【００９７】
　外部設置の加水破砕ディスポーザーから強制移送されて本発明の処理槽（１）に導入の
場合は別として、原形投入の場合は処理槽（１）の上部設置の有機廃棄物投入口（２４）
から投入されるが、通常市販の横軸攪拌翼方式の様な、攪拌翼による巻き込み事故の危険
性は先ずないが、安全のため、駆動発停スイッチ（２５）が設置され、水密投入口蓋（２
６）の開閉によって、自動的に攪拌、停止を行う。
【００９８】
　電気制御盤（２７）内の電気制御は、処理槽（１）内の攪拌軸（４）の攪拌回転につき
、連続回転と、間欠回転の為の、攪拌時間と停止時間を任意に設定させるダイヤル付きの
タイマーと同時に、逆転機能も設置し、実施例では攪拌３分、停止２７分で設定し、十分
な攪拌効率が得られた。
【００９９】
　又、電気制御盤（２７）内の電気制御は、２４時間以上使用しない場合は、水密投入口
蓋（２６）の駆動発停スイッチ（２５）の感知を利用して、自動的に２４時間に１５分の
攪拌軸（４）の回転に切り替え設定とした。
【０１００】
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　処理槽（１）の処理槽天板（３）の攪拌軸（４）貫通部には、水蒸気、粉塵の漏洩防止
の為、耐摩耗性のシーリング（２８）が装着されるが、位置が空間に存在する事と、水分
蒸散乾燥処理方式の様に７０℃前後に環境がなることも想定し不燃ロープによるシーリン
グとした。
【０１０１】
　原形有機物投入で水分調整発酵処理方式、或は水分蒸散乾燥処理方式の場合は有機廃棄
物投入口（２４）から投入して、空気導入口（１８）に送風又は排気ファン（２９）が装
着される。
【０１０２】
　外部設置の加水ディスポーザーを設置して処理槽（１）に自動移送する場合はそれによ
って破砕された破砕有機物が、外部移送管を経由して処理槽（１）に加水破砕のまま導入
される場合は、処理槽（１）内の換気の必要性がないため、空気導入口（１８）が破砕有
機物導入口になり、この場合は送風又は排気ファン（２９）を離脱した。
【０１０３】
　有機廃棄物の水分蒸散乾燥処理の場合、処理槽（１）外部付設の槽壁加温装置（２３）
の加温温度不足により、又は処理槽（１）内部空間、或は螺旋攪拌翼（８）の移送筒（１
３）の移送筒上部排出口（１２）から拡散落下する物質をも直接加温する必要がある時は
、処理槽天板（３）に、温風ファン、赤外線加熱機、その他あらゆる高熱電球、光り触媒
用の紫外線球等々の上部加熱装置（３０）を装着した。
【０１０４】
　実施例では、熱源にハロゲン球と赤外線球、セラミックヒーター及び紫外線球等を使用
したが、いずれも有効に効果を発揮した。
【０１０５】
　水分調整発酵処理方式、及び水分蒸散乾燥処理方式の場合で、処理槽（１）内部温度を
一定に保持する場合は、前者は分解媒体材が保水している分解水の発散、後者は有機廃棄
物の保有水分の蒸散の為に、処理槽（１）内の換気が必要であるが、換気量が大きければ
カロリーのロスとなるために、排気口（１９）に開閉弁を装着して、処理槽（１）内の温
度コントロールと排気量の制御をもした。
【０１０６】
　加水分解処理方式の場合は、処理槽（１）内には分解水が滞留するため、機器点検等に
よる槽内完全排水の必要が出た場合、底部位排水濾過網（３２）がついた底部位排水管（
３３）が装着され、端末には底部位排水弁（３４）を装着し、通常は弁閉鎖とした。
【０１０７】
　又、処理槽（１）が縦型円筒形又は縦型多角筒形であるため、加水分解処理方式以外で
は、槽内が常時完全乾燥状態ならば、螺旋攪拌翼（８）下端に槽内物質が重力によって落
下移集されるが、加水分解処理方式は水中遊泳状態で自動的に螺旋攪拌翼（８）に移集す
る。
【０１０８】
　水分調整発酵処理方式や水分蒸散乾燥処理方式でも、湿度を持った有機廃棄物が投入さ
れて、槽内が過度保湿状態になった場合、槽内下部内壁の傾斜面に水分付着固着抵抗で容
易に重力落下しない場合を想定して、攪拌軸（４）の下端に槽内下部内壁スクレーパー（
３５）が固着されて回転し、容易に螺旋攪拌翼（８）に導入する様に設計し、その効果は
抜群であった。
【０１０９】
　しかし、加水分解処理方式にはこの槽下部内壁スクレーパー（３５）の必要はまったく
なかったが、処理槽（１）底部に沈殿するであろう微細有機物も、この槽下部内壁スクレ
ーパー（３５）で絶えず螺旋攪拌翼（８）によって処理槽（１）内を循環、分解消滅に貢
献した。
【０１１０】
　処理槽内の分解媒体材（３６）や残存物質の全量に関する処理槽（１）外への排出は、
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「図１」「図３」「図４」に示すように、安全第一と、省労力を念頭に開発し、処理物排
出管（３７）を傾斜して移送筒（１３）に貫通装着し、脱着可能な排出閉鎖蓋（３８）と
移送筒遮断板（３９）を一体化にする事により、排出閉鎖蓋（３８）の離脱で移送筒遮断
板（３９）も抜き取り撤去でき、攪拌稼働で移送筒（１３）を通過する処理槽（１）内の
全物質は排出可能となるが、処理物排出管（３７）の先端に、排出受け袋を装着しておけ
ば、自動的に、安全に、又排出に急を要する場合は、電気回路的に攪拌駆動機回転数を上
げて短時分排出が出来る事も特徴である。
【０１１１】
　「図２」は、処理槽（１）形状が縦型円筒形槽の上視図で、機構的には「図１」と同様
である。
【０１１２】
　「図３」は、処理槽（１）からの処理機外排水を、排水浄化槽（４０）に導入するが、
最終放水を完全浄化排水とするため、排水浄化槽（４０）の各隔壁槽内の沈殿未分解物が
有る場合に、水中ポンプ等の各種ポンプで汲み上げ、浄化槽沈殿物戻し管（４１）経由で
処理槽（１）内に逆送して、完全分解させるシステムである。
【０１１３】
　「図４」は、設置場所的に、或はデザイン的に多角筒形状にした場合の形状と、又家庭
用、小型店舗用の様な小型機種を含めて、螺旋攪拌翼（８）の攪拌軸（４）の上部攪拌軸
受け（６）を単独に設けて稼働させる程の軸揺動力がない場合に、攪拌軸（４）と、攪拌
駆動機（２０）の攪拌駆動軸（２１）を直結して使用部品低減を行ったもので、そのため
に、有機廃棄物の投入口も大きくとれ、安全性面と機能性の向上に役立ち、製造原価の低
減にもつながった。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】有機廃棄物全処理法対応の縦形円筒形又は縦形多角筒形処理装置の正面縦断面図
である。
【図２】有機廃棄物全処理法対応の縦形円筒形装置の上視図である。
【図３】有機廃棄物全処理法対応の縦形円筒形又は縦形多角筒形処理装置の、排水浄化槽
の未分解沈殿物を処理槽に逆送して完全排水、放水をする側面断面図である。
【図４】有機廃棄物全処理法対応の縦形円筒形又は縦形多角筒形処理装置の、家庭用等の
小型機の攪拌駆動機を処理槽下部設置、攪拌駆動機と直結の側面断面図である。
【図５】有機廃棄物全処理法対応の四角形縦形多角筒形処理装置の、上視図である。
【符号の説明】
【０１１５】
１ 処理槽
２ 処理槽底部
３ 処理槽天板
４ 攪拌軸
５ 攪拌軸結続ジョイント
６ 上部攪拌軸受け
７ 下部攪拌軸受け
８ 螺旋攪拌翼
９ 回り止め
１０ 排水管
１１ 移送筒下部導入口
１２ 移送筒上部排出口
１３ 移送筒
１４ 排水濾過網
１５ 濾過網洗浄管
１６ 清水給水管
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１７ 給水制御電磁弁又は電動弁
１８ 空気導入口
１９ 排気口
２０ 攪拌駆動機
２１ 攪拌駆動軸
２２ 断熱材
２３ 槽壁加温装置
２４ 有機廃棄物投入口
２５ 駆動発停スイッチ
２６ 水密投入口蓋
２７ 電気制御盤
２８ シーリング
２９ 送風又は排気のファン
３０ 上部加熱装置
３１ 排気口開閉弁
３２ 底部位排水濾過網
３３ 底部位排水管
３４ 底部位排水弁
３５ 槽内下部内壁スクレーパー
３６ 分解媒体材
３７ 処理物排出管
３８ 排出閉鎖蓋
３９ 移送筒排出遮断板
４０ 排水浄化槽
４１ 浄化槽沈殿物戻し管
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